
令和３年度 錦江町職員採用試験
申込期限は令和４年１月 11 日火まで

令和３年度錦江町職員採用試験一次試験を令和４年
１月23日に行います。受験を希望される方は１月
11日までに役場本庁総務課までお申込みください。

一次試験▶ 令和４年１月23日日 9:00 ～
試験会場▶ 錦江町役場 本庁３階

受付期間▶ 12/９木～１/11 火 17 時必着

昭和 56 年４月２日から平成 10 年
４月１日までに生まれた者で、高
等学校以上を卒業し、民間企業な
どで職務経験を５年以上有する者

受験資格 24～40歳 / ５年以上の職務経験が有る

申込方法

提出先　〒 893-2302
鹿児島県肝属郡錦江町城元 963 番地
錦江町役場総務課 職員採用担当 宛
問合せ先 ☎ 0994-22-0511

提出期限は１月11日火 17時まで

申込書に必要事項を記入して下記提出先ま
で持参か郵送で提出してください。くわし
くは錦江町ホームページをご覧ください。

住警器設置の目的は「火災から自分や家族の大切
な命を守るため」です。消防署では引き
続き設置状況調査を行いますので、未

・ ・

設
置
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の住宅に新たに設置された方は南部消
防署までご連絡ください。

 南部消防署☎ 22-1199
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火災発生時に煙や熱を感知し
て警報や音声などで知らせる
器具のことです。平成 16 年
の消防法改正ですべての住宅
への設置が義務化。寝室とし
て使う部屋は設置義務（２階以上の寝室の場合は階
段の踊り場にも）で、台所の設置は努力義務です。

寿命は 10 年とされ、古くな
ると電池切れや部品の劣化
などによって火災時に作動
しない恐れがあります。住
宅に設置が義務化された平成 23 年から今年で 10
年が経過。多くの住宅が交換の目安となる 10 年を
経過してきますので、点検や交換をお願いします。

10 年経過していない住警器
でも正常に作動するか定期
的な点検が必要です。点検
用ボタンを押すか、ヒモを
引いて音や音声が流れたら正常と判断。熱感知部に
ホコリなどが付着すると正常に作動しにくくなりま
す。乾いた布で拭き取るなどの手入れも重要です。

住宅用火災警報器の設置は義務

設置後10年経過していないかチェック

正常に動くか定期チェック＆お手入れ
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住宅用火災警報器の寿命は約 10 年とされ、既
存住宅への設置が義務化されてから今年で 10
年が経過しました。早めの交換や定期点検を

お願いします。

住

器
宅
用火災 報警 の交換時期です

９月 28 日から２日間、町内６小学校の５・６年
生 126名を対象に、将来の夢や仕事について考え
るキャリア教育として「お仕事バイキング」を開
催しました。その様子を撮影し、日常をテーマに
物語冊子と学校ごとにまとめた動画を作
成。冊子は 11月に全戸配布され、動画
は右記ＱＲコードから視聴できます。→

問 錦江町役場 政策企画課 ☎ 22-3032

学校ごとにまとめた動画が完成
キャリア教育で「お仕事バイキング」
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掛捨て保険料の一部を助成します
農業経営収入保険に加入する皆さまへ

今年度から錦江町独自の支援事業として、「農業経
営収入保険制度」に加入する農業者に対し、予算
の範囲内で掛捨て保険料の一部を助成します。申
請初年度から３年間の保険料に対して助成します
のでくわしくは産業振興課までお問合せください。

助成の対象者 下記すべての条件を満たす方

助 成 額 ３年間の掛捨て保険料に対して助成

対象となる保険料

問産業振興課 ☎ 22-3034

◉農業経営収入保険に加入している◉錦江町内
に居住している◉町内に主たる事務所や事業所
を有している法人◉町税などの滞納がない◉初
回の申請から３年続けて収入保険に加入できる

１年目▶保険料× 1/2 以内（上限 16万円）
２年目▶保険料× 1/3 以内（上限 10万円）
３年目▶保険料× 1/3 以内（上限 10万円）

基準収入金額や保険料の再計算、危険段階など
の変更により算出された保険料を対象とします。

※算出金額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます

【収入保険制度とは】
農業者が保険期間として１月から 12月に生
産・販売する農産物の販売収入全体を対象と
し、収入が基準収入の９割を下回った場合に、
下回った額の９割を補てんする制度のこと。

保険加入には青色申告が条件
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